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裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所殿員の退職管理に関する規則第30条の規定に基づく
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の再就職状況の公表

最高餓判所は､裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所礎員の退職管理に関する規則第3o条の規定に基づき以下の事項を公表する。

令和5年12月

【裁判所轍員臨時措極法において準用する国家公務員法篤”6条の23第3項の規定に基づく通知】

約束前の求顧開始日以後の
職員としての在職状況及び轍務内容(注1）

歎判所騒員臨時措
置法において準用
する国家公務員法
第106条の2第2
項第3号に規定す
る組織による離職
後の就職の援助の

有無

裁判所畷員圃時措
匠法1こおいて準用
する国家公霧昌羨
第106条の3第2
項第4号の規定に
基づく承麗の有無

約束前の求職開
始日
（注1）

育蟹寧口
（注2）

番
号

函
識
離
の 再就職の約束を

した日
再就騒先の栗務内

容
再就職先における

地位
在職期間氏名 離職時の官顧 睡魔日 再就職先の名称

職務内容所属｡官顧

目 閏

戯判所騒員総合
研修所
経理扉長

司法行政
事務

－鋪社団法人司法
協会

鮫判所塵員総合研修所
経理厘畏

総務事務小 林 侭 男 緯務課長R5.3.31 .詐促両 無R4.12.25 R5-3-2 R4.12.25 R5.3.31 論’ :5ID：

廃111亨塵裁判所
次席家庭裁判所
囚査官

学校法人帝塚山学
園

岡山幸塵戴判所．
次席家庭裁判所飼査官

裁判事務 敏育及び研究某務近 藤 隆 夫 救授R5.3.31 R5.4.1 無R4.10.25 剛"7.30 雨.3.31 無

【
曲

R4.7.30菰

静岡家庭裁判所
沼津支部
韓撰士拝幸庭錐
判所餌査官

静岡家庭駁判所沼津支

部
轌撰牟拝家庭銭判所鯛
壷官

学校法人駒津学園
駒沢女子大学

裁判事務 教育及び研究菜務田 中・教 仁 准教授R4.7.31 R4.7.31 R4罰9.1 無即鋤27 無3 49 即､2.7 |言XIklワク

(注1)｢約束前の求職開始日｣とは､以下に掲げる日のいずれか早い日をいい､該当する日がなかった場合(裁判官及び裁判官の穐魯官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則(平成30年最高裁判所規則第2号｡以下｢改正規則｣という｡)の施行日《平成30年1月25
日)前に約束前の求轍開始日があった場合を含む｡)には､『約束前の求轍開始日｣欄に｢＝』と配敏し、「約束前の求顧開始日以後の轍員としての在轍状況及び磁務内容｣欄に､再就職の約束をした日以後の顧員としての在庫状況及び魂務内容を記載している．

①再就庫先に対し､再就職を目的として､最初に自己に関する情報を提供した日
②再就駐先に対し､再就駆を目的として､最初に当鮫再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日
③再就駆先に対し､最初に当骸再就職先の地位に就くことを要求した日

(注2)｢再就庫日｣には､『再就職予定日』が含まれる。



裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則第30条の規定に基づく
裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の再就職状況の公表

令和5年12月

最高載判所紘､裁判官及び裁判官の秘書官以外の蝕判所腫員の退職管理に関する規則第3o条の規定に基づき以下の事項を公表する。

【裁判所轍員趣時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定に基づく届出】 ．

陸轍前の求轍開始日から蔑轍日までの間の
職員としての在職状況及び腫務内容(注）

戴判所職員臨時措
置法において準用
する国家公務員法
第106条の2第2
項第3号に規定す
る組織による離職
後の就轍の援助の

有無

裁判所職員臨時描
置蓑において準用
する国家公珪員圭
第106条の3第2
項第4号の規定に
基づく承麗の有鋸

離職前の求轍開
始日
（注）

番
号 姪腫時

の年齢
再就職先の栗務内

容
再就轍先Iこおける

地位
在職期間氏名 離魔時の官磁 離職日 再就職先の名称再壁画画

轍務内容所屡･官職

自
トー4
階。

札幌高等裁判所
事務局次長

札幌高等裁判所

事務局次長
司法行政事務阿 子 島 恵 R4.4.19 札幌簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無 綴R4.419 R4.7.30 R4.7.3059 R4.8.11，

最高裁判所
第三小法廷首摩

魯記官

最高戴判所
第三小窪廷首席書配官

浅 井 康 裁判事務 東京簡易裁判所 国家公務R4.4.19 R4.7.30 簡易餓判所判事 無 無59 R44.19 R4.7.302 剛.8.1

さいたま家庭裁判所
家事首席書配官

京梱公歴役堪 公証事務池 田 友 書記 無 無弧 R4.3.31 R5.2.13

①横浜牽庭裁判
所

家事首席書記官
②東京家庭裁判
所

家事首席書記官

①R3.1 1．15
②R4.4.1

１
０

３
３

３
７
口
。

”恥東京家庭裁判所
家事首席書記官

①②裁判事務井 手 本‘明 東京簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無R3.11.15 無59 剛.7.” R4.8.14

奈良地方裁判所
民事首席害記官

児童心理当襲塗
殴･保育所の経営

稲 莱 浩 社会福報肇人くじら 保育閲聞昇 無5 60 R3.a31 ロ丑aロ 無

青轟軍庭寂判所

首席書記官
今 井 政 一 国家公務 家事飼停委員 無剛.10.1 無60 R4.3.31

４
１

冑葬家庭裁判所

富山地方蝕判所
刑事首席書記官

岩 城 雅 人 園室公務R4‘3.31 剛.10画3 無 無597 名卸辰ﾔﾋﾐ筐｡･些圭J1訓 裁判所書記官

広島宰庭鐘判所
事務局長

岩 崎 正 彦 三次公狂人役場 公証事務 公旺人 無 擁R413.31 R4.5.18 1寵

さいた宗地方裁判所

刑事次席書配官
さいたま簡易裁判
所

園宰公務遠・藤 晃 代 R4.3‘31 民事腐停委員 無 無剛.10.160
Q ー

大阪地方較判所
刑事首席喜紀官

大 垣 直 人 大阪家庭載判所 国家公務 家事飼停婁員 E罰
I』l咄q 無60 R3.3.31 R4.4.110

‐ 一



大津地方裁判所

民事首席書記官
大津地方裁判所
民事首席書記官

大 田 恵 朗 裁判事務 大医宙昼裁判所 国宝公務 陣屋鐙判所判事11 即可331 R4.3.31 R4.8.1 無60 鰯.11.25 R3.11.25 無

稲岡高等叡判所
翻声舎毒牽,”管

福岡高等睡判所

刑事首席書記官
甲 突 裕 之 裁判事務 福岡簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事12 無60 雨.11.24 雨_11.24 剛.7-30 R4.7.30 R4.8.1

［赤

P｡■ F ｰ ･口碑 4■■ ■ ー 酉

長野幸庭裁判所上
田古部

長野家庭叡判所

次席家庭裁判所贋査官
加 藤 鍼 国宝公務13 80 R3.3.31 願.10.1 無 無圃虎4堅舌‘弾I湖‘M韮‘､甫昌1

ﾘｰﾌﾗｽ株式会
社

富山地方裁判所
事猫局長

河 合 進 部壼動人材パンク 副主健指導者R4.3.31 剛.412 無14 皿 無

童山地方戴判所

事務局長
裁判所書配官河 合 進 名古屋埠方裁判所 国家公務15 R4.10.1 無80 R4.3.31 無

東京地方餓判所
刑事首席書記官

東京地方裁判所
刑事首席書配官

菊 地 明 弘 裁判事務 東京簡易裁判所 国宝公務 瞳昆鍾判所判事16 R4.730 R4.7.” 剛.8.1 無59 鯛.11.30 銅.11.30 無

公鐸+雨壊人家庭
問題傭報センター

家庭問題に関する
相顔粟務

広島宰庭寂判所

首席家庭裁判所飼査官
木 村 陽 介 非常勤相膜員 鏑17 60 R4刺331 剛.5.23 鑑

福岡家庭裁判所
家事首席書記官

大分労働基準監督
署

労災保険に関する
事務

清 原 猛 厚生労働事務官剛4．1 無18 60 R3.3.31 擁

翫渇牽庭電判所

次席家庭裁判所嗣査官
久 代 佳 正 国宝公務 家事飼停委員 無19 60 即､3.31 R4.10.1 無斬渇家庭璽判所ー

大阪高等裁判所
刑事首席魯記官

大阪高等裁判所
刑事首席書記官

裁判事務 大阪瞳星裁判所 国家公務栗 山 和.昭 簡昼戴判所判事20 59 R3.11.29 R3.11.” |誕胃陣Ib、 剛.7.30 剛.8.1 無無

桓岡地方薮判所
事務局長

福岡地方裁判所
事務局長

黒 岩 康 産 司法行政事務 福岡簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事即､7.30 R4.7.30 R4.8.1 無唖 59 鯛.11.頚 R3.11湖 無

仙台家庭裁判所
次席書記官

イゴシ東北株式会
社 ．

小 泉 明 雄 小売巣 フレックス社員22 57 R4-7.31 鼬_，2S 無 無

仙台家塵裁判所
次席香妃官．

仙台家庭戴判所気
仙沼支部

小 泉 明 雄 国家公務 無23 R4今7.31 R5．21 鋸殉， 醸判駒吾配盲

静岡家庭裁判所
首席書記官

肝岡家庭叡判所

首席垂査
小 林 浩 一 裁判事務 東京簡易裁判所 国家公務 無24 59 R3.11.18 銅.11.18 R4.7.30 剛|､730 R4-8-1 無簡易叡判所判埋

札幌幸庭裁判所岩
見沢支部

札幌章墜戴判所
少年首席書記官

国家公務 家事圏停要員佐々木 克巳 R4.10.1 無 無60 R4.3.31灘Z

千葉家歴露判所

事務局長
千葉県庁鹿 見 顧 子 地方公務 臨時的任用蹴員R3.3.31 R4.4.11 E詞

凶 哩26 60

司
幽

Ｆ
Ｆ
Ｐ



さいたま簡易裁判
所

さいたま地方裁判所
民事首席書記官

無民事鯛停婁員 艮壼
幽匹里幸公務R43.31 R4.10.1菅 純 一 6027

最高裁判所
家庭審醗官

最高戴判所
家庭審腰官

無億塁鐘判所判事 錆東京簡易裁判所 国家公務司法行政事務 剛.7.30 R4.8.1R4.4.27 R4.7.30竹 内 尚 R4.4275928

大阪高等裁剰所

民事首席書記官
擁

司
函
型

Ｐ
・
Ｌ国宰公務 家事飼停婁員京都幸庭裁判所剛.41R3.3.31竹 口 智 之 60到』』

①福井地方裁判
所一
民事首席書紀官
②岐阜地方裁判
所
刑事首席書記官

①R2112
②R4.41

３
３

３
７

４
４

１
０

噸
唖岐阜地方裁判所

刑事首席書記官
雛①②裁判事務 名古屋簡易裁判所 国家公務 撞島鐘判所判事 無R48．1R4.7.”豊 吉 健 R211.25930

母富錠判所
第二小法廷首席
書記官

畢寓録判所
第二小法廷首席書記官

無雛東京簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事裁判事務 剛.7.30 剛.8.1R4.4.19 R4.7.30長 井 建 治 R4.4.1931 58

福岡家庭麺判腕

首席家庭裁判所圏査官
無無東京家庭裁判所 国家公務R4.11.1R4.3.31 園if趣建lZm.!身陸副言1中 潮 智 60頚

整体院における施
術｡受付･広報集務

東京高辱叡判所

刑事首席書記官
霧 無菜務受託者株式会社東邦R4.7.31 R4.10.1中 園 敬 5833

東京家庭叡判所

家事首席書配官
無簡易栽判所判事 無覗京簡易裁判所 国家公務甑.3.31 剛β､1七 尾 瞳 6034

大阪家庭裁判所
少年首席書妃官

大阪窒堅蚊判所
少年首席書配官

無大阪簡易裁判所 瞳昼鐘判所判事 :詞
IdL11裁判事務 国宝公務R3.11.18 R4.3.31 R4.3.31 R4.8.1R3.11.18西 材 唾 6035

前椙地方裁判所
民事首席書記官

無世田谷区 保育粟務 非常勤怠員 無R4.7.1剛.3.31登 坂 な ほ子 6036

母富壁判所
妊廷首席書記官

母富鐘判所
船荘首席書記官

無大阪簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無裁判事務R4.4.18 剛.7"30 剛.7.30 剛.8.1R4.4.18渡 露 竜 也 壷37

大阪地方裁判所
民事首席書配官

大阪地方裁判所
民事首席書記官

無
F再

P』lbl大阪簡易戴判所 国宝公務戴洞事務R4.331 R4.3.31 R4.8.1 簡易裁判所判事R3.11.18林 触 治 郎 R3.115186038

裁判所轍員総合
研修所一
教官

裁判所職員緯合研修所
軟官

届諏

無司法行政事務 国家公務 筒島駿判所判事R3-11.25 R4.7.30 R4.7.30 R4.8.1 軍童画星璽判所樋 口 博 一 R3.11.255939

溌錨|郷総~I
働き方改革サポー
トオフィス山口
センター長

ランゲート株弐今
社

広島家庭裁判所
少年首席書記官

無 無R3.3.31 即､421久 恒 敬 司 60“
ー

要託事栞に関すも
血錘



長崎地方裁判所

事務局長
長崎地方裁判所

事務局長
司法行政事務 国家公務 簡易裁判所判事 無 無日 野 敏 一 R4.8.1 福岡画星霊判所鯛.11.3D R3.11.30 R4.3.31 即,3.3141 60

粟京家庭戴判所

家事首席書記官
東京家庭種判防

家事首席書記官
裁判事務 麓沢公証役塙 公証事溺 書記 無福 本 修 無剛.3.31 R4.4.1R43.31Ra11．14 R3.11.1442 60

顕京家涯戴判断

家事首席書配官
東京家壁蕊判肪

家事首席書記官
国家公務 無裁判事務福 本 修 無剛.331 剛.8.1 東京圃易叡判所 蘭易寂判所ﾖ韮。R3.1122 R4.331函.11.2243 60

岡山地方裁判所
刑事首席書記官

倉敷簡易戴判所 国家公務 無藤 井 明 夫 R3.3.31 R4.4.1 無“ 60 戴判駒1三ﾖ食臼1三1ｰ

夫硬高等駁判所
民事首席書配官

大阪高等戴判所

民事首席書配官
裁判事務 大阪簡易裁判所 国家公務 無

同
【
哩

一
｝
ｔ

Ｆ
Ｆ
池藤 井 微 R4.3.31 R4.3.31 R4.8.1 簡易露判所判恥45 R3.11.18 R3,11.U860

横浜家庭載判所
次席家庭薮判所鯛査官

国家公務 宰庭鐘判所四書官 無古 瀬 友 子 剛.10.1 無剛3．31 東哀翠堅璽判所46 60 日二F

富松宮等裁判所

刑事首席書記官
高雛高等極判所

刑事首席書記官
国家公務裁判事覇 臆鳳愛判所判事 糠 無堀 遜 和 則 R4陽7.30 剛且1R4フRW 高職簡易種判所47 58 ,函.11.11R3.11‘11

東京地方薮判所
刑事次席書配官

東京地方裁判所
刑事次席書記官

裁判事務 東京簡易裁判所 国家公務 簡易裁判所判事 無水 時 幹 也 R4.al 無霊1.7.釦 R紅7.30R3.11.30 ”､11.3048 跡1

津家庭載判所

首席書記官
国家公務 家事飼停委員 無 無水 谷 佳 子 R3.3.31 i吾FL41 陸生郡銀叡利腕60恥】

山口家庭裁判所
首席家庭裁判所圏査官

東京家庭裁判所 国家公務 無 無守 安 匡 R4.3.31 R4.10.1 家庭裁判所璃萱官50 60

青森家庭量判所
事務局次長

青森家塵裁判所
事務局次長

司法行政事務 仙台簡易裁判所 国家公務 無 無保田 浩一郎 剛.3.31 剛.a31 R4鯵8.1R3.11‘29 簡易裁判所判事60 R3.11.29領’

司法書士法人山崎
晃事溺所

耳訟耳等叡判断

民事首席書配官
司法書士粟務 事粟主 無無山 崎 晃 剛-33t R4.8252 60 ー ｰ

高齢高等麺判所

民事首席書記官
高知家庭裁判所 園幸公務 家事鯛停委員

［承

無剛.10.1山 崎 晃 R4.3.3153 60
ー

最高裁判所
第二小垂廷上摩
書記官

呈寓鐘判所
第二小肇任上席書配官

裁判事務 国宰公務 簡易裁判所判事 無 無大和谷 裕子 剛.3.3t R4.8.1 東京簡易寂判所R3.1129 R41"3.3154 60 鯛.11.29

札幌幸塵栽判所
首麿幸窒裁判所飼壷官

国家公務 家事頂停癸員
P ー

hljj：
r』ﾛﾑq 無山 本 佳 子 昭3.31 R4.10.F 璽豆垂歴翠判肋55 80

’|,｡’
高松家庭裁判所
事務局長

高訟幸室璽判所

事務局長
寓松麓塁裁判所司法行政事務 国家公務 歸 無R4.7.30 知.8.1渡 遥 泉 簡易寂判所判事R3.11.4 剛.7.30R3.11.459



(注)｢醸職前の求職開始日』とは､以下に掲げる日のいずれか早い日をいい､鮫当する日がなかった塙合(戴判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則(平成30年最高裁判所規則第Z号｡以下『改正規則｣という｡)の施行日(平成30年1月25日）
前に睡職前の求職開始日があった場合を含む.)には､｢麓職前の求職開始日｣欄及び『離麗前の求礎開始日から睡職までの間の職員としての在職状況及び願務内容｣欄に｢-』と配載している。

…屋先に対し､再就駁を目的として､最初に自己に関する情報を提供した日
②再就駐先に対し､再就騒を目的として､最初に当鮫再就哀先の地位に関する愉報の提供を依頼した日
③再就職先に対し､最初に当訣再就職先の地位に就くことを要求した日



機密性2

(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10 6条の24第2項関連）

最 高 裁 判 所 御中

住 所

氏 名

電話番号

’

大杉 充弘

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1.0 6条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。 ．

|’
1 （ふ り が； な）

氏 名

おおすぎ

大杉
みつひろ

充弘

月2 生

年
日

次席家庭裁判所調査官3 雛 職 時 の 官 職

年 ｡， 月 日

(国離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職前の求職開始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属･官職

自
至

年
年

月
月

日
一
目

年
年

自
至

月
月

日
‐
日

自
至

年
年

月
月

|目
一

日

自
至

年
年

月
月

日

|自

令和， 4 年 3．月 31 日6 離 職 日

令和 4 年 9 月 26 日7 再 就 職 日

再就職先の名称：神戸家庭裁判所尼崎支部

8 再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先：

●



機密性2

’調査事務9 再就職先の業務内容
命

10再就職先における地位

◆

’ (家庭裁判所調査官）

｜ロ有11求 ・ 職 の 承 認 の 有 園無毎
J､、、

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の

I

口有 図無

援助の有無
■

の2第2項第3号に規定13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

I■上記援助がなかった場合）

援助の内容′

、

（ふ り が な）

’援助者の氏名又は名称

1

(記載土の注意）
1 口のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること｡、
2 離職前の求職開始日か．ら離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

1

‐ー鰯…



機密性2

捌紙様式第1:0 )

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2 4第2項関連）

■■■■■

最 高 裁 判 所 御中

住 所｜

氏 ・名 大杉 充弘

電話番号｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10，6条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます｡

’’
1 （ふ り が な）

氏 名

年 、月2 生
日 ．“．

おおすぎ
大杉

みつひろ

充弘

’

■
■
■
・
Ｉ
も
■
■

次席家庭裁判所調査官

年 月 日

､(画離職前の求職開始日がなかった場合）‘離岬の求獄關鰭日｜
5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員とじての在職状況及び職務内容

｜

’ 職務内容在職期間所属･官職

年
年
一
一
年
年
享
年

月
月
一
一
月

月
一
一
月
月

日
日
一
一
日

日
一
一
日
日

自
至
一
一
自
至
一
一
自
至

rr

年
年

月
月

日
日

自
至

令和 4 年 3 月 31 日職 -日6 雛

令和 5 年 4 月 1 日

再就職先の名称:神戸家庭裁判所姫路支部

7 再 就 ． 職 日

8 再就職先の名称及び連絡先
｜

’言 言

●
q今



機密性2

|’

9 再就.職先の業務内容 調査事務

|(家庭裁判所調査官）10再就職先における地位

11求 ．'職・ の 承 認 の 有 無 ロ有 画無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無 ．

口有 園無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助〃

I

｜に記援助がなかづた場合）

’
'’

1
(ふ り が な）

● ■

援助者の氏名又は名称

(ふ り が な）
● ■

援助者の氏名又は名称
援助の内容

’

(記載上の注意)
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

･9

のの



機密性2

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

’

最 高 裁 判 所 御中

住 所｜
氏 名 福島 広之

電話番号｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により ，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

ふくしま ひろゆき

福 島 広 之

2 生 年旧 月
3雛 職 時 の 官 職

’
｜

’

奈良地方裁判所民事首席書記官

年 月 日

（因離職前の求職開始日がなかった場合）
‘4離職前の求職開始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

ll 在職期間 ｜『 所属.官職 職務内容

〃
■■

在職期間 職務内容所属・官職

自
至

年
年

月
月

日
叱
日

自
至

年
年

月
月

日

百
一

年
年

自
至

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

FF

令和 4年 3月 31日職6 離 日

令和 5年 4月 1日7 再 就 職 日

再就職先の名称：神戸家庭裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先

’再就職先の連絡先一

J●

℃

」



機密性2

9 再 就職先 の業務内容 国家公務

家事調停委員10･再就職先における地位

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 露無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無《

口有 阿無

置法において準用する国家公務員法第1 0.6条の2第2項第3号に規定
職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

、記援助がなかった場合）

時措
る離

13裁判所職員臨
する組織によ

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 口のついプ

2は罐轆

てい
＃

つ
、
に容内務職び及況状職
・
在

と
の

こ
て

。
る
し
と

す
と
こ

入
員
る

記
職
す

を
の
載

点
間
記

し
の
に

に
で
合

中
ま
場

の
日
た

口
職
つ

る
雛
あ

す
ら
が

当
か
日

該
日
始

は
始
開

目
開
職

項
職
求

た
求
の

い
の
前

”
つ
前
職

の
職
離

口
離

，

①



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

’ ’
最 高 裁 判 所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り, 次のとおり届け出ます｡

I

1 （ふ り が な）

氏 名

2 生
年
日 月

〉叉序尿庭弐坤脚｢調碗3 雛 職 時 の 官 職

令和 年 月 日

（図離職前の求職開始日がなかった場合）

4 離職 前 の 求 職 開 始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
●

所属・官職 在職期間 職務内容
。 。

､ ．

’
自 令和

至 令和

年
年

月
月

日
日

日
日

矛
矛

令
令

自
至

年
年

月
月

日
日

日
日

禾
矛

令
令

自
至

年
年

月
月

日
日

自 令和

至 令和

自 令和

至 令和

年
年

年
年

月
月

月
月

日
日

日
日

6 離 職 令和 学 年 3 月3／ 日日

7 再 就 職 日 令和 夕 年 学 月 3 日｡

再就職先の名称： 鋳､募鮭う鞍‘|町8 再就職先の名称及び連絡先
一

鐙型 ’再就職先の連連

医



｜

’

１
１

綱も専締9 再就職先 の業 務 内容

｜

’ 募震ご辮燗調碗10再就職先における地位

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 回無

０
の

１
職

第
就

法
の
員
後

務
職
公
離

家
る
国
よ
る
に

す
織

用
組

準
る
て
す

い
定

お
規

に
に

法
号

置
３
措
第

時
項

臨
２
員
第

職
２

所
の
判
条

裁
６

２１

田無口有
援助の有無

13 裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

、記援助がなかった場合）

’ |’
(ふ り． が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）

1 口のついた項目は該当する□の中にIZ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があ'った場合に記載すること。

（

●



‘機密性2

別紙⑩
（別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10 6条の24第2項関連）

｜
'

最 高 裁 判 所 御中

住所｜
氏 名

電話番号

壁〈

戸 真

’

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1 06条の2 4第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。 ’

I

し し ど ま こ と

戸 真
宗

／、

1 （ふ り が な）

氏 名

2 生 年 月 日

刑事次席書記官3 雛 職 時 の 官 職

年 月 日

（図離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職前の求職開始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

｜ 所属&官職 |■ 在職期間 職務内容職務内容在職期間所属＆官職

自
至

年
年

月
月

日
日

一

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

令和 4 年 3 月 31 日職6 離 日

令和 5 年 4 月 1 日7 再 就 職 日

再就職先の名称：福島地方裁判所郡山支部執行官

評…零絡％
8 再就職

再就職先の連絡先:

!



機密性2

｜
|’

9 再就職先の業務内容

10再就職先における地位

執行官業務

福島地方裁判所郡山支部執行官

|

’
11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 因無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 厨無

〃
■

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1.0 6条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助 ≦

■上記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称’ ｜ |’ 援助の内容

I

(記載上の注意）

1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日ま･での間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

●



機密性2

(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届出．
e

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

ヒ ー

最 高 裁 判 所 御中

住 所

氏 名

電話番号 I

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，次
のとおり届け出ます。

(ふ り が な）1 ､

l識蕊
名氏

醗騨
－－

’
｜

’2 生 年 月 日

等郡宮地方毒制所瀦首序言虎僖3 離 職 時 の 官 職

年 月 日

(唯職訪の求職開始日がなかった場合）
4 離 職 前 の 求 職 開 始 日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属・官職

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

面
昌

［
口

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日 ロ･

/“E早年3 月8／日6 雛 職 日

Mb左年早 月 /日7 再 就 職 日

一椴財|詞姦人司選泳会、再就職先の名称

ロ ■

8 再就職先の名称及び連絡先

’再就職先の連絡先：
一一 里

壇蔀

蕊響遭

蒋
‘ 可



機密性2

柊写争謡個潅蚕嬬稀 ’9 再 就 職 先の 業 務 内 容

濯辱争諦丙種零鐸長
ゞ中

10 再就職先における地位

函鮮承 認 の 有11 求 職 の 無 口有

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106
条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の援助
の有無

] ･2

雛口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1 06条の2第2項第3号に規定す
る組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助：

|I
1 卜記援助がなかった場合）

’ (ふ， り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意)
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は,離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

1

● ●



機密性2

(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

｜

’ ’
最 高 裁 判 所 御中

’ 所
名

号番話
住

氏
電

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り、次のとおり届け出ます｡

I
1 （ふ り が な）

氏 名 で

「
‐
ｌ
‐
‐
‐
‐2生 ’

年
日 月

熊話綻_X\L! f!｢銅玄惨3 離 職 時 の 官 職

年 月 日

職前の求職開始日がなかった場合）

4 離職前の求職開始日

(雄
『

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間所属 ･官職 職務内容

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

再
■
型
一
■
■
』

自
至

自
至

年
年
年
年

月
月

月
月

日
・
日

日
・
日

I /全傘4年 3 月 引日6 離 職

■■一

7 再 就 職 日 /全土。5 年 冬 月 1 日

再就職先の名称:職蔦隙催和談ｾﾝﾀｰ
8 再就職先の名称及び連絡先

｜
’臺墜蛾先‘?壁圭：｜ ’

I



機密性2

9 再就職先の業務 内容 涌激菓移

’ ’10再就職先における地位10再就職先における地位|ロ 厩
11求 職 の 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

(女ｲ郵目叢やガー蒋脅‘脚諜薗）
口有 回無

回無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

母記援助がなかった場合）
｜

’’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について

はく離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

r

ld



機密性2

(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

'

最 高 裁 判 所 御中

住 所｜

氏 名 岩 城・雅 人

電話番号■一 ‐~､ －1

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のどおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

いわき
岩 城

まさと

雅 人
■

2 生 年 月

画■一

裁判所書記官（刑事首席書記官）3 離 職 時 の 官 職

■ ◆ 9

年 月 日

（国離職前の求職開始日がなかった場合）

4 離職 前 の 求 職 開 始日

■ ｡

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

｜ 在職期間 ｜ 職務内容所属・官職 在職期間 職務内容所属・官職

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

占
口
奉
圭

占
口
奉
圭

年
年

年
年

月
月

月
月

日
日

日
日

■

6 離 職 令和 4 年 3 月 31 日

百
臣

ﾛ

▼

職7 再 就 ・日 令和 5 年 4 月 1 日

■■再就職先の名称： 名古屋地方裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先
＆

’再就職先の連絡先 ｜｜’

慰錘蝿窪鍵蕊



書記官事務■■■

裁判所書記官

務内容

る地位

11求 職 の 承 認 ・の 有 無 口有 図無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 国無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

の2第2項第3号に規定

ﾛ

砂記援助がなかつ‘た場合）

口
(ふ り。 が な）

援助者の氏名又は名称 ’ 援助の内容

(記載上の注意）

1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

～



機密性2

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最 高 裁 判 所 御中

’

’
1 －－－1住 所

氏 名 河 合 進

！ ’電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

かわい すすむ

河 合 進
，；

I2 生 年 月 日
ｰ

事務局長3 離 職 時 の 官 職

年 月 日

（図離職前の求職開始日がなかった場合）

4 離職前 の 求職開 始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

Ⅱ 画

所属・官職 在職期間 職務内容
ﾛ ﾛ Q d自

国
云
圭

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

１

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
画
奉
圭

自
画
奉
圭

年
年
年
年

月
月

月
月

面
■
一
一
■
車
一

面
■
一
一
■
車
一

｡

6 離 職 令和 4 年 3 月 31 日日
1

令和 5 年 4 月 1 日7 再 就 職 日

■■再就職先の名称： 名古屋地方裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先

’再就職先の連絡先

懲鍵烏 饗蕊

露騨謹譲謹…･瀧懲一



職 先 の 業 務 内 容 裁判所の事件に関する事務

職先における地位 裁判所書記官

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 厨無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 阿無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

邸記援助がなかった場合）
｜
｜

’ ’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



機密性2

(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

’

最 高 裁 判 所 御中

住 所｜

氏 名 髭 野勝 之

電話番号’ ｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り， 次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な).

氏 名

ひげの かつゆき
髭 野 勝 之

昭和 38 年 1 1 月 12 日2 生 年 月 日

事務局次長3 離 職 時 の 官 職

令和 5 年 4 月 17 日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属。官職

自 令和5年4月1:7日

至 令和5年 7月30日
司法行政事務福岡高等裁判所 事務局次長

自
至

年
年

月
月 日

員

自
至

年
年

月
月

一
画
四
一
一
画
■
一

年
年

自
至

月
月

日
日

令和 5年 7 月 30 日6 離 職
＝

|旦

令和 5年 8 月 1 日7 再 就 職 日

再就職先の名称： 福岡簡易裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先

’再就職先の連絡先：

● ●



』

機密性2

Ⅱ

9 再就 職先の業務内容 裁判事務

簡易裁判所判事10 再就職先における地位
■

の 有 擁
‘J1､、

－

11求 職 の 承 認
①

口有 ■無
＝

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
・援助の有無

口有 m無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による肖鯛後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

砂記援助がなかった場合）
◆

｜
I’

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

蕊蕊
湾解
幻9

列爵

鴬

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当するロの中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。



機密性2 '

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

メ

最 高 裁 判 所 御中

住 所｜

氏 名 平 田 浩 司

電話番号’ ｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2.4第2項の規定により，
次のとおり届け出ますも

1 (ふ 、り が な）

氏 名

(ひら
平

う
浩

矛
」

ｊ
‐

じ
司

た
田

昭和38年1月8日2 生‘ 年 月 日

民事次席書記官3 離 職 時 の 官 職

令和4年11月28日

(ロ離職前の求職開始日がなかった場合）．
4 離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属・官職

自 令和4年1 1月2，8日

至 令和5年3月31日

裁判事務福 岡一地 方 裁 判所
j

民事次席書記官(小倉支部配置） 自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

令和5年3月31日6 雛 職 日

令和5第8月1日7 再 就 職 日

再就職先の名称：簡易裁判所判事

8 再就職先の名称及び連絡先

二一 星 ■■■■再就職先の連絡先：



機密性2

9 再就職先 の 業 務 内 容 裁判事務

簡易裁判所判事10再就職先における地位．

11求 “職 の 承 認 の ・ 有 無 口有 図無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 画無

1 3裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

邸記援助がなかった場合）

’ ’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

』

(記載上の注意）
1．口のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 i 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は,離職前の求職開始日があった場合に記載すること＆

、

I

こり



機密性2

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
織判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2 4第2項関連）

’

最 高 裁 判 所｝御中

住
氏

所

氏 名川崎道治

電話番号’ ｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定にエ
リ，次のとおり届け出ます6

1

｜

｜

’
1 （ふ り が ・な）

氏 名

みぢはる）
道 治

.(かわさき
川 崎

2生 月

年
日 昭和38年5月14日。

刑事首席書記官3雛 職 時 の 官 職

令和4年11月11日

(口離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職前の 求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

･職務内容在職期間所属・官職

自 令和4年11月11日

至 令和5年7月30日

大分地方裁判所

刑事首席書記官
書記官事務

自
至

年
年

月
月

一
劃
［
口

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
、
月

日
日

令和5年7月30日6 雛 職

百
■
一

令和5年8月1日7 再 就 職 日

I再就職先の名称：福岡簡易裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先

二 一 二

|

’再就職先の連絡先：
可可

q



機密性2

9 再就職先の業務 内容 裁判事務

10再就職先における地位 簡易裁判所判事

11求 職 ､の ．承 認 の 有 無 ロ有 図無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の．
援助の有無

ロ有 圃無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10 6条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

L n記援助がなかった場合）

|I毒鋤書:氏名釜ま續烹I 援…．
I

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する□の中にﾚ点を記入すること｡
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
はゥ離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

"

″

●



'

機密性2

(別紙様式第1 0）
、

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

、
最 高 裁 判 所 御中

’’

住
氏

所

氏 名梶原 陽一朗

電話番号’ ｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のと．おり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

よういちろ’う）
陽 一 朗

(かじはら

梶 原

年 －，月2 生
日

3 離 職 時 の 官 職

昭和38 年 10 月 18 日

首席書記官

令和 4 年 11 月 25 日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職前の求職開始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属・官職

自 令和4年11月25日
①

至 令和5年7月30日

福岡高等裁判所・刑事首
席書記官

書記官事務

自
至

年
年

月
、
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

ll

l

自
至

年
年

月
月

日
日

令和 5 年 7 月 30 日職6 離

面
■
一

令和 5 年 8 月 1 日7 再 就 職 日

再就職先の名称： 福岡簡易裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先
再就職先の連絡先：

言一一

▼"



機密性2

9 再就職先 の業務内容 裁判事務

10再就職先における地位 簡易裁判所判事

11求 職 の 承． 認 の 有 無 ロ有 阿無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 吻無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

、記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。 、
2；離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

I

画

こり



機密性2

(別紙様式第1 0）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最 高 裁 判 所 御中

住 所｜

氏 名中井靖夫

電話番号｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10．6条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます｡

なか い やす お

中 井 靖 夫

1 (ふ り が な）

氏 名

2 生

年
日 月

昭和‘2年3月31日

宮崎地方裁判所 刑事次席書記官3 離 職．時 の 官 職

， 令和4年11月14日

(ロ離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職前の求職開始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

I「 所属.官職 在職期間 ｜｜ 職務内容在職期間 職務内容所属・官職

自 令和4年1 1月14日

至 令和5年7月30日

宮崎地方裁判所
刑事次席書記官

書記官事務書記官事務

白
亘
串

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

令和5年7月30日6 離 職 一 日

令和5年8月1日7 再 、就 職 ・日

再就職先の名称:福岡簡易裁判所
8 再就職先の名称及び連絡先

･ __ヨー‘■－
’再就職先の連絡先：

面面

命



機密性2

裁判事務9 再就職先 の業務内容

簡易裁判所判事10再就職先における地位

0

画無11 求 職 の 承 認 の 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

田無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

：即記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1：□のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は,離職前の求職開始日があった場合に記載する．こと。

』

●



機密性2

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最 高 裁 判 所 御中

住所’
氏 名 高 橋 素 明 ,

電話番号 ｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1．06条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます.

『

たか はし もと あき

高 橋 素 明

1 （ふ り が な）

氏 名

昭和 38 年 9．月 29 日2 生 年 月 日

高松高等裁判所事務局次長3 離 職 時 の 官 職

令和 5 年 4 月 19 日

(口離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職前の求職開始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属･ 官職

自 令和 5年4月19日

至 令和5年7月30日
司法行政事務高松高等裁判所･ ､事務局次長

､自
至

年
年

月
月

日

■,

年
年

自
至

月
月

一
山
里
一
■
里

自
至

年
年

月
月

日
日

令和 5 年 7 月 30 日6 離 職 日

令和 5 年 8 月 1 日7 再 就 職 日

再就職先の名称：高松簡易裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先

一
再就職先の連絡先：

●



機密性2

9 再就職先の業務内容 裁判事務

10再就職先における地位 簡易裁判所判事

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 ｜無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無 ：

口有 ｜無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

俳記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について

ﾉ

は, 離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

I

司

ｎ▼



●
機密性2

（別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
（裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

’

最高 裁 判 所 御中

住 所l

氏 名 板 野 繁 樹

電話番号｜ ｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

いたの しげき

板 野 繁 樹

昭和39年3月25日

福島地方裁判所刑事首席書記官

1 （ふ り が な）

氏 名

2 生 年 月 日

3離 職 時 の 官 職

令和4年12月9日

4離職前の求職開始日
(口離職前の求職開始日がなかった場合）

5‘離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容》｜》
｜》

在職期間所属・官職

山形地方裁判所民事首席書記官

福島地方裁判所刑事首席書記官

自 令和4年12月9日

至 令和5年3月31日

～

令和5年4月1日

令和5年7月30日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

自
至
一
自
至
一
自
至

令和5年7月30日

令和5年8月1日

再就職先の名称：仙台簡易裁判所

6 雛 職

一ｍ■一

7 再 就 職 日

8 再就職先の名称及び連絡先
● P

一 再就職先の連絡先:■■■■

●



機密性2

’
l

l

l

9 再就職先の業務内容

＝’

’

裁判事務

簡易裁判所判事10再就職先における地位

！
Ｉ

11 求 職 の 承 卜 認 の 有 無 口有 圃無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無 口有 鰯無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の

｢蔦悪恵悪了T ゞ

06条の2第2項第3号に規定
援助

低記援助がなかった場合）
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称 援助の内容

、

(記載上の注意）

1 ロのついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日.までの間の職員としての在職状況及
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。．

ひ職務内容について

1

）

1

●



●
機密性2

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
（裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最 高 裁・判 所 御中

住 所｜
氏 名 富 田 真 生

電話番号 ｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

〆

とみ た まさ み

富 田 真 生

昭和38年 7月10日

刑事首席書記官

1 （ふ り が な）

氏． 名

2 生 年 月 日

3離 職 時 の 官 職

令和 4年12月 6日

4 離 職 前 の 求 職 開 始日
’ （口離職前の求職開始日がなかった場合）

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属･官職

自 令和4年12月6日

至 令和5年 7月30日
仙台地方裁判所
刑事首席書記官

刑事裁判事務刑事裁判事務

年
年

自
至

月
月

’一■一一・口一

ー

年
年

月
月

自
至

日
日

年
年

自
至

月
月

日
日

令和 5年 7月30日

令和 5年’8月 1日

再就職先の名称：仙台簡易裁判所

再就職先の連絡先: ’

職6 雛 日

7 再 就 職 日

8 再就職先の名称及び連絡先

戸 言



機密性2

9 再就職先の業務内容 裁判事務

1..0再就職先における地位 簡易裁判所判事

回無11求 職 の 承． 認 の． 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口無ロ有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■記援助がなかった場合）

ｊな
称 援助の内容

凝遡珪画昌罷垂 里

｜
’

(記載上の注意）
､1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

●



機密性2

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用サる国家公務員法第106条の24第2項関連）

最 高 裁 判 所 御中

’住 所

氏 名

電話番号

西川 浩二

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

(にしかわ こうじ）
西川 浩二

2 生

年
日 月

昭和37年9月30日

3 離 職 時 の 官 職 裁判所事務官（大阪家庭裁判所事務局長）

令和4年11月21日

(口離職前の求職開始日がなかった場合）

4 離職前 の 求職開 始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 在職期間 職務内容

自 令和4年11月21日

至 令和5年3月31日

大阪家庭裁判所

事務局長 事務局事務自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

自
至

年
年

年
年

月
月

月
月

日
日

日
日

P

6 離 職 令和5年3月31日目

7 再 就 職 日 令和5年8月1日

再就職先の名称： 大阪簡易裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先

’ ’『 可 再就職先の連絡先



『

機密性2

9 再 就 職先 の業 務 内容 裁判事務

10 再就職先におけ る地位 簡易裁判所判事

11求 職 の 承． 認 の 有 無 口有 ｜無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 司無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

、記援助がなかった場合）

(ふ り が ：な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日､までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

ノ

●



機密性2

(別紙様式第1.6）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1．06条の24第2項関連）

｜

’
最 高 裁 判 所 御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

L_

1 （ふ り が な）

氏 名

2 生 ’
年
日 月

’一~~~－

に罷為器裁錨講輿論儲虻-も
3 雛 職 時 の 官 職

年． 月 日
離 職前の求職開始日

(画離職前の求職開始日がなかった場合）

離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

4 離 職前の求職開始日41

屯
■

戸

。

ｌ
‐
一 -所属・官職 在職期間 職務内容

自
至 年 月

年 月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

’

自
至

年
年

月
月

日
・
日

’

自
至
自
至

年
年

年
年

月
月

月
月

日
日

日
日

6 雛 職

年
年

８
占

妬
命

公
烏

■■

里

日
一
日

Ｉ
１

３
ｚ
》

月
月

３
ワ
！7 再 就 職 日

’再就職先の名称』寵栽碑迄ｾﾝﾀ会

再就職先の連絡先: ’
8 再就職先の名称及び連絡先

I



機密性2

一一

’ ，再就職先の業務内容肱繊寿､…雨萱』一睡鋪、
1．涛就職先における地位I苓紅…蕊、

一 一ロー一岳一 一

|

’

11 求 職 の 承” 認 の ・有 無 ’ ロ有

哩 灘職轆轤獣聯霊錬溌秘 ﾛゞ
援助の有無

嘩
一
醜

－

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
、する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就聯の援助

、記援助がなかった場合）望

ｆ

１
１

(ふ り カミ な）

援助者の氏名又は名称 ’ ’援助の内容

(記載上の注意）

1 ロのついた項目は該当するロの中に陛点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員どしでの在職状況及び職務内容について！

離職前の求職開始日があった場合に記載すること6は，

●●



機密性2

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最 高 裁 判 所 御中

’’住

所
名

氏 名 木 原 義 則

電話番号｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます｡

きはら よしのり1 （ふ り が な）

氏 名 木 原 義 則

昭和37年9月28日

年
日 月2 生

裁判所事務官3離 職 時 の 官 職

令和4年11月18日

(口離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離 職 前 の 求職 開 始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属・官職

令和4年11月18日

令和5年3月31日

司法行政事務司法行政事務

自
至

大阪地方裁判所

事務局長

自
至

年
年

月
月

画
■
一

日
『自

至

年
年

月
月

一
■
■
一
百
■
一

p

年
年

自
至

月
月

日
日

令和5年3月31日6 離 職
|■'

|■
' 一

令和5年8月1日7 再 就 職 日

再就職先の名称：大阪簡易裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先

ゴー崖 ’再就職先の連絡先



機密性2

’9 再就職先の業務 内容 裁判事務

10再就職先における地位 簡易裁判所判事

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 同無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 回無

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■上記援助がなかった場合）

簔鋤者:"藍臓翁鳶’ 緩…篝

13

援助の内容

勺 一

(記載上の注意） 、
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること 。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

「
ｊ

ｒ
Ｌ



機密性2

Ⅲ

（別紙様式第10）

管理職職員であった者が再

（裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

’ ’
I

最 高 裁 判 所 御中

住所| l
氏 名 原田 明

電話番号｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。 ，

1 （ふ り が な）

氏 名

(はらだ
原田

あきら）
明

2 生

年
日 月

昭和40年1月20日

I

3離 職 時 の 官 職 民事首席書記官

令和4年11月10日

(口離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離 職 前 の 求 職 開 始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

’
'

所属・官職 在職期間 職務内容

名古屋高等裁判所

民事首席書記官

自 令和4年11月10日

至 令和5年：7月30日

指導監督業務

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至
自
至

年
年

年
年

月
月

月
月

日
日

日
日

6 離 職 令和5年7月30日日

令和5年8月1日7 再 就 職 日

再就職先の名称：名古屋簡易裁判所
8 再就職先の名称及び連絡先

, コ ーニ ’ ｲ再就職先の連絡先



機密性2

｜
’

9 再就職先の業務内容 裁判業務

10再就職先における地位 裁判官

｜無11 求 職 の 承 認 の 有 無 口有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ｜無

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■上記援助がなかった場合）

震勤蕎;氏名覺憾名鳶)|’ 援鋤の内容

1．3

I

(記載上の注意）
1．口のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
21離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

I

の



機密性2

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再 出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の･24第2項関連）

’
最 高 裁 判 所 御中

住 所’ ｜

氏 名 神谷秀行

電話番号｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な)

氏 名

かみや ひでゆき

神谷 秀行

2 生 年 月 日 昭和38年10月4日

刑事首席書記官3 離 職 時 の 官 職

令和4年11月14日

4 離職 前 の 求 職開 始日

(口離職前の求職開始日がなかった場合）
I

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間所属・官職 職務内容

名古屋地方裁判所

刑事首席書記官

日４
日

１
１

月
３

１
月

１
３

年
年

４
５

和
和

令
令

自
至

首席書記官事務

名古屋高等裁判所

刑事首席書記官

自 令和5年4月1日

至 令和5年7月30日

首席書記官事務

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

自
至

年
年

年
年

月
月

月
月

日
日

日
日

II

6 離 職 令和5年7月30日|日

7 再 就 職 日 令和5年8月1日

再就職先の名称：名古屋簡易裁判所
8 再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先:’一

』



機密性2

I
d

q

裁判事務9 再 就 職 先 の 業務 内容
〃

ロ｡

裁判官10再就職先における地位
争

Ⅱ

一

11求 職 の 承 認 の 有 4癖
〃、、、 口有 I無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ｜無

凸 ■

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第･1．06条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

、記援助がなかった場合）

’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

4 －

！
(記載上の注意）

1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

イ



機密性2

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最 高 裁 判 所 御中

住所｜
氏 名竹内 亨

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

’

(たけうち とおる）

竹 内 亨

1 （ふ り が な）

氏 名

昭和47年2月15日

裁判所事務官（事務局次長）

令和4年11月8日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

2 生 年 月 日

3 離 職 時 の， 官 職

4 離職前の求職開始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属・官職

司法行政事務令和4年11月8日

令和5年7月31日

自
至名古屋家庭裁判所

事務局次長

年
年

自
至

月
月

員

日

年
年

月
‐
月

自
至

日
日

’

自
至

年
年

月
月

日
日

令和5年7月31日職6 離 日

令和5年8月1日7 再 就 職 日
U

再就職先の名称：名古屋簡易裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先
再就職先の連絡先:’一

。 盲



機密性2

裁判事務9 再 就 職 先 の 業 務 内 容

簡易裁判所判事10再就職先における地位
ロ

11求 職 、の 承 ・ 認 の 有 無

' 2裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第’0
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ｜無

口有 l無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

n記援助がなかった場合）

’
q

･

(ふ ・り が な）

援助者の氏名又は名称

6

援助の内容

字

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての1
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

しての在職状況及び職務内容について

ミ

I



機密性2

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

’
最 高 裁 判 所 御中

住所｜
氏 名

電話番号

廣田 幸紀

’

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます6

1 （ふ り が な）

氏 名

ひろた ゆきのり

廣田 幸紀

2 生 年 月 日 昭和39年2月4日

q

3 離 職 時 の 官 職 家事首席書記官

令和4年11月11日

(口離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離 職 前 の 求 職 開 始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属 ･官職 在職期間 職務内容

名古屋家庭裁判所

家事首席書記官

日
日

１
０

１
３

月
月

１
７

１年
年

４
５

和
和

令
令

自
至 首席書記官業務一般

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

6 離 職 令和5年7月30日日

7 再 就 職 日 令和5年8月1日

再就職先の名称：名古屋簡易裁判所
8 再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先：一

「 1

▼



機密性2

9 再就 職先の業務内容 簡易裁判所業務

10再就職先に,おける地位 簡易裁判所判事

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 ■無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ｜無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

、記援助がなかった場合）

｜
’

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）、
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

「
４

Ｆ
し

｝



機密性2

(別紙様式第4）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

’ ’

最 高 裁 判 所 御中

住 所

氏 名

電話番号

佐藤 信哉

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

さとう しんや
佐 藤 信 哉

昭和39年3月19日2 生 年 月 日

最高裁判所大法廷首席書記官3 離 職 時 の 官 職

令和5年5月1日

(口離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職前の求職開始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属･官職

令和5年5月1日

令和5年7月30日

自
至 訟廷事務等最高裁判所大法廷首席書記官

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

自
至
一
冒
至

年
年

年
年
一
年
年

月
・
月
一
一
月
月

月
・
月

日
日
一
一
日
日

日
日 ｜ＩＩＬ『

自
至

年
年

月
月

日
日

）令和5年7月30日6 離 職 日

令和5年8月1日7 再 就 職 日

再就職先の名称：東京簡易裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先

r 百
|

’ ’再就職先の連絡先 ：
可可

ロワ



機密性2

9 再就職先の 業務内容
I‐

裁判事務

簡易裁判所判事10再就職先における地位

’ 口有 画無11求 職 の 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1 0
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 厨無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

昼記援助がなかった場合）

1

1

1

1

(ふ り； が な）

援助者の氏名又は名称

(ふ り； が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容援助の内容

(記載上の注意)
1 ロのついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること 。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること 。

I

『

～

ト

●



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
●

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

一 一一

最 高 裁 判 所 御中

住 所

氏 名

電話番号

長 郷 文 香

’
裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1 0･6条の24第2項の規定によ,り，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

なごう

長 郷

あやか

文 香
I

昭一豊平 38年 11月2 生 ，年 月 3日日

● 『 ロ

訟廷首席書記官3 離 職 時 の 官 職

令和 5 年 5 月 1 日 ．

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離 職 前 の 求 職 開 始日

I

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容 I

I

在職期間所属・官職 職務内容
■ 己

最高裁判所裁判部

訟廷首席書記官

自 令和5年5月 1日

至令和5年7月30日
裁判事務

甚 酉 エ 巳

自 令和

至 令和

年
年

月
月

日
日

■ ■

自 令和

至 令和

年
年

月
月

日
日

自 令和

至 令和

自 令和

至 令和

年
年

年
年

月
月

月
月

日
・
日

日
・
日

1 J

6 離 職 令和 5 年 7 月 30 日日

7 再 就 職 日 令和 5 年 8 月 1 日

再就職先の名称：東京簡易裁判所
8 再就職先の名称及び連絡先

鰯凝一 再就職先の連絡先

■ に』
一 一 二



－

9 再 就 職 先 の業務内容 裁判事務

10再就職先における地位 簡易裁判所判事

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 ｜無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ■無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

酔記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入する:こと。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

● ●



(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最 高 裁 判 所 御中

住 所｜

氏 名 寺 尾 英 明

電話番圖

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により．
次のとおり届け出ます｡

1 （ふ り が な）

氏 名

(てらお ひであき）
寺 尾 英 明

2 生 年 月 日 昭P平 38年 12月 1 3日

最高裁判所第一小法廷首席書記官3 離 職 時 の 宮 職

令和 5年 5月 1日

： ．

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職前の求職開始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属？官職

自 令和3年8月 1日

至 令和5年7月30日

最高裁判所第一小法廷・

首席書記官

首席書記官業務首席書記官業務

自 令和

至 令和

年
年

月
月

日
日

盲 令和

至 令和

年
年

月
月

日
日

自 令和

至 令和

自 令和

至 令和

年
年

年
年

月
月

月
月

日

冒

日

冒

6 離 職 令和 5年 7月 30日日

7 再 就 職 日 令和 5年 8月 1日

再就職先の名称； 東京簡易

8 再就職先の名称及び連絡先
一 再就職先の連絡先

町



9 再就職先の業務内容 裁判業務

10再就職先における地位 簡易裁判所判事

1 1求 職 の 承 認 ．の 有 無 口有 頭無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 園無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1．06条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

邸記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

'

ｊ
ノ

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について

は, 離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

I

'

』

● ●



機密性2

(別紙様式第4）

管理職職員であった者が再就職した場合の届
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最 高 裁 判 所 御中

住所’ ｜
氏 名 村 上 政 司

電話番号 ｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

I (ふ り が な） （ムラカミ マサシ ）

村 上 政 司名氏 I

昭和38年 7月 6日2 生 年 月 日

最高裁判所第二小法廷首席書記官3 離 職 時 の 官 職

令和5年 4月 28日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

4 離 職 前 の 求 職 開 始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

｜

’ 在職期間 職務内容所属・官職

自 令和 4年8月 1日
も

至令和5年7月30日
最高裁判所裁判部第二小法廷 裁判業務

自
至

年
年

月
月

’
ぬ
■
一
一
再
”
一

自
至

年
年

月
月

一
■
■
一
一
■
■
一

自
至

年
年

月
月

日
日

6 離 令和5年 7月 30日職 日

7 再 就 職 日 令和5年 8月 1日
一

再就職先の名称: 東京簡易裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先
､

’
再就職先の連絡先：

r言司



機密性2 1

9 再 就 職 先 の 業 務 内 容 裁判業務

10再就職先における地位 裁判官

11求 職 の 承 認 、 の 有 無 口有 ｜無

1 2裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1 0
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 、｜｜無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

n記援助がなかった場合）
|

'

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意)
1 ・□のついた項目は該当す?る□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
はう離職前の求職開始日があった場合に記載すること｡ ．

ﾄ

、

●



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2 4第2項関連）

’
最 高 裁 判 所 御中

住 所

氏 名

電話番号

高 橋 直 人

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

たかはし なおと

高 橋 直 人

昭 39 年 2 月 1 日2 生 年 月 日

3 離 職 時 の 官 職 家庭審議官

令和 5 年 4 月 28 日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職前の 求職開 始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間所属・官職 職務内容

最高裁判所

家庭審議官

自 令和4 年8月 1日

至令和5年7月30日
司法行政事務司法行政事務

自 令和

至 令和

年
年

月
月

日
日

日
日

矛
矛

令
令

自
至

年
年

月
月

一
日
二
一
コ
割

自令和

至 令和

自令和

至 令和

年
年

年
年

月
月

月
月

一
目
一
コ

一
目
一
コ

I

6 離 職 令和 5 年 7 月 30 日日

令和 5 年 8 月 1 日7 再 就 職 日

再就職先の名称:東京簡易裁判所
8 再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先:’一

宮宮口ロロ．，‐‐ｌ▼ｒ

、



9 再就職先の業務内容 裁判事務

簡易裁判所判事10再就職先における地位

11求 、職 の 承 ・認 の 有 無 口有 ｜無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1 0
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ■無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

、記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

一

● ●



機密性 2

、

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

’
r

L

最 高 裁 判 所 御中

住 所

氏 名’

電話番号

家公務員法第106条の24第2項の規定により;ｰ

一
ｌ
刊

裁判所職員臨時措置法において準用する国
次のとおり届け出ます。

鶏噺 1
1

1 （ふ り が な）

氏 名
｜i 鐸』

2 生 年 月 B伽ら9年 8－月3p日日

糀；制ｼ獅稲吻油 ルb郷3 雛 職 時 の 宮 職

乍物此年II月30日
（口離職前の求職開始日がなかった場合）

4 離 職 前の 求 職 開 始日

●

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

〃 1 ロ

所属・官職 在職期間 職務内容

煉荊人季尋秒司抑御硴'｢淵称恥
年1月

申

年 月

自
至

日
日

自
至

年
年

月
月

日
1面

里

自
至

年
年

月
月

画
■
一
百
■
一

/灘りほ年ヮ月ぅ1日6 雛 職 日

物写年8月1日7 再 就 職 日

再就職先の名称
申

8 再就職先の名称及び連絡先

＝－ －_ 再就職先の連絡先:｜－ ’

ア 匠 申

■
ｌ
■

Ｉ

蕩蝉 癖J噂

』



機密性2

f識迦,＃和9 再就職先 の業務内容

關感沙iキ10再就職先における地位

11求 ：職 の 承 認 の 有 無 画撫口有

12裁判所職員臨時措置法においで準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

圃無口有

'噌撫艤蕊麓溌協識顔潔議濡鴬錨6条の2第2項第3号に規定す
←■記援助がなかった場合）

’ ｜’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

1

ｎ



機密性2

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
B U

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最 高 裁 判 所 御中

住所｜
氏 名 布 施 敏 幸

電話番号｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます6

ノ

1 （ふ り が な）

氏 名

ふ せ とし ゆき

布 施 敏 幸

2 生 年 月 日 昭和 38年 9月 10日

3 離 職 時 の 官 職 裁判所事務官
U
■

令和 5年 4月 25日 。

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職前の求職開始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 在職期間 職務内容
！

日
日

５
０

２
３

月
月

４
７

年
年

５
．
５

和
和

令
令

自
至裁判所職員総合研修所

事務局長
司法行政事務

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

自
至

年
年

年
年

月
月

月
月

日
．
日

日
．
日

6 離 職 令和 5年 7月 30日

画
■
一

令和 5年 8月 1日7 再 就 職 日

再就職先の名称：

8 再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先一
…



機密性2

9 再就職先の業務内容 裁判事務

1 0 再就職先における地位 簡易裁判所判事

塞雷有 圃愈11求 職 の 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の 口有 田無

援助の有無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

砥記援助がなかった場合）

’(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

’

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

「
４

Ｆ
し

●



機密性2

I

(別紙様式第4）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

’ ’

最 高 裁 判 所 御中

住 所 ’

氏 名加 藤 和 広

電話番号｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

■

な）1 （ふ り

氏

が ｡

かとう かずひろ
加 藤 和 広名

I

昭和39年 8 月 27 日2 生 年 月

｜■■一

士 ー

I．

裁判所事務官（事務局次長）3 離 職 時 の 官 職

令和5年 4 月 28 日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

4 離 職 前 の 求 職 開 始日

離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 在職期間 職務内容

東京高等裁判所 自 令和5年 4月28日 司法行政事務

5

在職期間 職務内容所属・官職

自
至

日
日

８
０

２
３

月
月

４
７

年
年

５
５

和
和

令
令東京高等裁判所

裁判所事務官(事務局次長）

司法行政事務

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

［
［
Ｈ
百
■
一

自
至

年
年

月
月

一
■
頭
阜
盲
■
一

6 離 令和5年 7 月 30 日職 日
Ⅱ

■

7 再 就 職 日 令和5年 8 月 1 日
■ 己

b

再就職先の名称：東京簡易裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先
一

● ◆

…輔

よ｡.､‐争今十､ 唾2砺塑

》一
ｈ

分
一

溺蓉
ダ
ニ
■

騨
嚇！

…理靜暴冥亜f



機密性2

9再就職先の業務内容’ 裁判事務

10再就職先における地位 簡易裁判所判事

11求 職 の 、 承 認 の 有 4脈
〃、、、 口有 1無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 I無

l ‘

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

ﾛ記援助がなかった場合）

(ふ ・ り が な）
●

援助者の氏名又は名称

凸

援助の内容
ノ

…

憩翻
紫

溌畷篭
翔粥

一一一一一 エ

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始･日があった場合に記載すること。



機密性2

1

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出 ’
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最 高 裁 判 所 御中

住 所 ’1

氏 名 横 山 真 幸

電話番号 ｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます｡

’

1 （ふ り が な）

氏 名

(よこやま
横 ・山

さき）
幸

ま
真

2 生

年
日 月

昭和38年 9月 3日

東京高等裁判所刑事首席書記官3 離 職 時 の 官 職

令和 4年 11月 21日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職前の求職開始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属・官職

自令和4年11月2 1日

至 令和5年 7月30日

裁判事務東京高等裁判所

刑事首席書記官

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

｜
・
■
ユ
ー
■
■
一

令和 5年 7月30日6 離 職
■

|■
一

7 再 就 職 日 令和 5年 8月 1日

再就職先の名称：東京簡易裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先 F －

再就職先の連絡先一

」



機密性2

9 再就職先 の 業 務 内容 国家公務

簡易裁判所判事10再就職先における地位

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 ｜無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 ｜無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■上記援助がなかった場合）

(ふ《 リ が な）
①

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載するこ と。

I

I

●



機密性2

(別紙様式第4）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の．24第2項関連）

｜

’

最 高 裁 判 所 御中

住 所｜

氏 名 渡 辺 一 弥

電話番号｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な)

氏 名

かずや）
一 弥

(わたなべ
渡 辺

2 生 年 月 日 昭和37年5月31日

3 離 職 時 の 官 職 裁判所書記官
､

令和4年11月25日

（口離職前の求職開始日がなかった場合）

4 離 職 前 の 求 職 開 始日

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属･官職 在職期間 職務内容

東京地裁民事次席書記官 自令和4年1 1月25日

至令和5年3月31日

執行センター次席書記官業務

自令和年5年4月1日

至令和5年7月 31日

民事部裁判所書記官業務東京地裁民事部立会部等支援
部門裁判所書記官

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

自
至

年
年
年
年

月
月

月
月

日
日

日
日

6 離 職 令和5年7月31日日

7 再 就 職 日 令和5年8月1日

、、再就職先の名称：東京簡易裁判所
8 再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先：一

「 1



機密性2

｜
’

9 再 就 職 先 の 業 務 内容 簡易裁判所判事事務
1

簡易裁判所判事10再就職先における地位

11求 職 の 承 認 ‘ の 有 無 ロ有 図無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無 ；

口有 画無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
、 する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

■上記援助がなかった場合）

I ’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

’
(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員とし‐
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

● ●



機密性2

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

‐ ’
最 高 裁 判 所 御中

’ _｣’住 所

氏 名 黒澤 和之

’電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。 ､

1 （ふ り が な）

氏 名

(くるさわ かずゆき）
黒 澤 和 之

1

｛

■

2 生 年 月 昭和41年12月4日日

4

3 離 職 時 の 官 職 次席書記官

令和4年12月14日

4 離職前 の 求 職 開 始日 ﾛ

(口離職前の求職開始日がなかった場合）

■

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属・官職 在職期間 職務内容

最高裁判所裁判部第一小法廷自 令和4年12月14日 書記官事務(民事）
裁判所書記官 至 令和5年3月31日

東京簡易裁判所墨田庁舎 自 令和5年4月1日
次席書記官事務、Jr一 一一一一 一 八 手一 一 一 一 戸 へ ヘ ー

在職期間 職務内容所属・官職

最高裁判所裁判部第一小法廷

裁判所書記官

自
至 令和4年12月14日

令和5年3月31日
書記官事務（民事）

東京簡易裁判所墨田庁舎

次席書記官

令和5年4月1日

令和5年7月30．日

南口‐云圭 次席書記官事務

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

自
至

年
年

年
年

月
月

月
月

日
日

日
日

6 離 職 令和5年7月30日日
b

7 再 就 職 日 令和5年8月1日
、

■

再就職先の名称：東京簡易裁判所ざ

8 再就職先の名称及び連絡先
〆

ｰ 一

再就職先の連絡先一
一

厩~可
③

』
｡

蜜 鱈

溌
聯

■

識 悪

1■

識 ’：蘭

L 鐡 二

溌謹灘 ‘墨奥'窺軍f



機密性2

9 再 就 職 先 の 業務 内 容 裁判官業務
■

10再就職先.における地位 簡易裁判所判事

鱗11求 職 の 承 認 の ． 有 4雁
ノ、、、 麺無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

4群
ノ、、、

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

●

、記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称．
援助の内容

； “
。

零
秒が
,′

,←？

1

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。 、
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

ｰ



(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届出，
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

I

最 高 裁 判 所 ，御中

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によりj次の

とおり届け出ます。

I （ふ り が な）

氏 名

蛎恥3？年1:月｜ら日2 生 年 月 日

首廊書記I官3離 職 時 の 官 職

/§か4年ノノ 月皇7／日
4 離職前の求職開始日

’ (口離職前の求職開始日がなかった場合）
5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間所属・官職 職務内容

盤蕊
自Aお享年〃月\日
至Aぅ､タ 年〉月j〃日

ｷﾘ師
至繊｡r野月jｸ日匪珊

。自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至
自
至

年
年
年
年

月
月
月
月

日
日

日
日

6 離 職 A爺b茸年7月s。日日

7 再 就 職 日 /S*bタ年 3 月 1 日

第涼噺烏禽斗i|胃了再就職先の名称：
8 再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先 ：

L」



１
１

隼移9再就職先の業務内容

10再就職先における地位 鳥茅時判諏顛

11求 , 職･ の 承 認 の 有 無 聯 卿
12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106

条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の援助
の有無

唯口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定する

組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

、医記援助がなかった場合）

’
(ふ: り． が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）

1口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。

2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について

は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

● ●



機密性2

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出 、
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

’

最 高 裁 判 所 御中

住 所

氏 名

電話番号

關 澤 直 人

’

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。 ‘

一 一~ － 一 － 一 _ _

1 （ふ り が な）

氏 名
藺鶯費

と

人

2．生

年
日 月 ’

東京高等裁判所 民事首席書記官3 離 職 時 の 官 職

年 月 日

（図離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職前 の求職開始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属・官職

自
至

年
年

月
月

』
■
二
百
唾
一

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

月
月

年
年

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

令和5年3月31日6 離 職

■
■
二

令和5年5月9日7 再 就 職 日

再就職先の名称: 株式会社ベネッセスタイルケア

8 再就職先の名称及び連絡先

’
一 再就職先の連絡先



機密性2

9 再就職先の業務 内容 経理事務、文書作成、電話応対等の一般事務

事務職員10再就職先における地位

11求 職 ．の 承 認 の 有 “'1、、 口有 図無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 阿無

｡

1 3裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

、

■上記援助がなかった場合）

|’ ’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

’
(記載上の注意）

1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

《

一

I



機密性2

(別紙様式第10）

管理職職員で.あった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2.4第2項関連）

’ ’
最 高 裁 判 所 御中

「
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
・
■

一一一二一

一

凸

一

住 所

氏 名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。 ．

1 （ふ り が． な）

氏 名 ’
’

ト
ー2 生

年
日 月

稲|孝講考謬宮3 雛 職 時 の 官 職

年 月 日

(咋柵前の求職開始日がなかった場合）
4 離 職 前 の 求 職 開 始日

◆

5離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

所属。官職 在職期間 職務内容在職期間 職務内容所属。官職

自
至

年
年

月
月

日
日該習なし 11

自
至

年
年

月
月

画
■
口
［
Ｈ
Ｈ

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

ﾉ今和合年 J 月J/日6 雛 職
面
■
ー

7 再 就 職 日 /令荊さ‐年／〃月 2日

X津池元満判計再就職先の名称

8 再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先：｜‐ ’
一

●



機密性2

9 再就職先 の 業務内容

裁判諭署記喜10再就職先における地位

厘傑ロ有11求 職 の 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

回無口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助：

昼記援助がなかった場合）

1
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

ｎ▼
７



I

機密性2

(別紙様式第10)

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）●

］
最 高 裁 判 所 御中 【－

住 所

氏 、名

電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

2 生 ． 年 月

・日．

3 離 職 時 の 官 職

ﾛ■■■

荊尋求蒔署記宮

亭 年 月 日

（函離職前の求職開始日がなかった場合）

I

4 離 職 前 の 求 職 開 始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

｜， 百斤届 ・官職 ,存職期間 ｜ 職務内容
－

職務内容所属 ･官職

自
至
一
自
至
一
自
至

－

’

年
年

自
至

6 離 職 日

7 再 就 職 日

8 再就職先の名称及び連絡先

申

■

●

溌
の
訳
了
・
上総認Ｐ始＄

う
・やヴ

鈩
泌
”
姿
ｒ
今

０
心

窒
・
私

邸

瞬．“ ・潤ご息溌



機密性2

一

9 再就職先の業務内容
一 言

10再就職先における地位

高津"縦>、,ｽ鮒‘す

｜‐?ノルバ､ィ
－

11求 匝撫口有4癖
〃、、、の 有

琴｡ エ旬 ・種

認
一

職 の 承

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の 圃無口有

援助の有無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2垣第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

昼記援助がなかった場合)
巳

‐ f甲

援助の内容’’
(ふ ・り が な）

援助者の氏名又は堪称
●

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2． 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載すること。 I

1

I



●管理職職員であった者が再就職した場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の206条の24第2項関潮

’’
（

最 高 裁 判 所 御中

住 所

氏 名

電話番号

伊 東 正 好

’

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，
次のとおり届け出ます。

d

l

1 （ふ り が な）

氏 名

いとう まさよし

伊 東 正 好

2 生 年 月 日

3 離 職 時 の 官 職 広島高等裁判所事務局次長
1●

年 月 日

回離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職 前 の 求 職 開 始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

｜

’ ’所属。官職 在職期間 職務内容

年
年

自
至

月
月

"面

■
一

日自
至

年
年

月
月

１
１

日
日

■ 自
至

年
年

月
月

日
日｜自至 自至 年

年
年
年

月
月
月
月 日

盲
■
ｰ

日
盲
■
ｰ

6 離 職 2022年7月31日日

7 再 就 職 日 2023年10月24日

再就職先の名称：㈱三重白山ゴルフ倶楽部
8 再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先 1

。
、

9 再 就職先 の 業 務 内 容 マスター室業務

従業員10再就職先における地位

11求 職 の 承 認 の 有 無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 回無

口有 m無

2項第3号に規定す

がなかった場合）
－－I （ふ り が な)~－I

援助の内容L 援助者の氏名又は名称

I

淫〃密通上冒 、‐ －露､澁魂_?悪』

瀞 ､夢噴

一睡… 驚澱醗唾



(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出
●

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

最 高 裁 判 所 御中

住 所

氏 名

電話番号

《

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定により，次の

とおり届け出ます。 ‘

1 (ふ り が ．な）

氏 名
ノ

|’ ’2 生 年 月 日

民葬薑嬬著詑哲3 雛 職 時 の 官 職

年 月 日

（画離職前の求職開始日がなかった場合）

4 離職前の求職開始日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容
■ ■ ●

在職期間 職務内容所属・官職

自
至

年
年

月
月 日

面
■
L一

自
至

年
年

月
月

面
里

盲
里

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

自
至

年
年

年
年

月
月
月
月

面
画
一
［
Ｈ
Ｈ

面
画
一
［
Ｈ
Ｈ

命痴 半年 3 月 3／日6 離 職 日

令荊S-年 ノリ月 ／日7 再 就 職 日

再就職先の名称：湫田地老･穀隻_簔尺判葡
8 再就職先の名称及び連絡先

'1 I再就職先の連絡先：

詞
玖

廿
令

自

耐一

毬母轌
歪

一理

醗
蕊
謹

癖》鞠



調停9 再就職先の業務内容

民姦 諒毒調樽審員10再就職先における地位

11求 職 の 承 認 の 有 無 口有 国無

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106

条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の援助

の有無

口有 図無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定する

組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

、記援助がなかった場合)
｜

’ ｜|，
(ふ り が な）

今

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）

r□のついた項目は該当する口の中にI,r点を記入すること。

2離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は,離職前の求職開始日があった場合に記載すること。

■

●



機密性2

(別紙様式第10）

管理職職員であった者が再就職した場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項関連）

’

最 高 裁 判 所 御中

住 所｜

氏 名

’

氏 名 井 上 浩

電話番号｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の24第2項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

走
上 ひろし

浩

いの

井

2 生

年
日 月

刑事首席書記官3 離 職 時 の 官 職

年 月 日

（四離職前の求職開始日がなかった場合）
4 離職 前 の求 職 開 始.日

5 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属・官職

年
年

自
至

月
月

該当なし

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

令和5年3月31日6 離 職

面
■
一

令和6年1月4日7 再 就 職

■■一

再就職先の名称： 大津地方裁判所

8 再就職先の名称及び連絡先

ヨ ー ニ I ’再就職先の連絡先



機密性2

’9．再就 職先 の 業務 内 容

裁判所書記官1 0再就職先における地位

口有 弓無無11求 職 の 承 認 の 有

12裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無 ．

口有 ｜無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

B記援助がなかった場合）

’ 援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 離職前の求職開始日から離職日までの間の職員としての在職状況及び職務内容について
は，離職前の求職開始日があった場合に記載する．こと。

の



機密性2

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

【

’
『■屯 一 L 画 ＝

最高裁判所事務総長 殿
＄

住 所
蚕＝電一

プ

ユヱ

尖
一二 一 一=一L - ＝.. 一二一. ｡

氏 名 杉 山 佳 紀

PF 一~一一一一一T

~ 恥､牙趣踵
電話番号

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定により，
次のとおり届け出ます。

1 （ ふ り が な）

氏 名

すぎやま よしのり

杉 山 佳 紀
｡

’2 生 年 月 日

裁判所事務官（千葉家庭裁判所事務局長）職3 官
ロ ▲

令和5年8月1日 ，

（口約束前の求職開始日がなかった場合）
4 約束前の求職開 始日

令和5年10月24日5 再就職の約束をした日
I

6 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属・官職
Ⅱ

自 令和5年8月1日

至 令和6年3月31日

千葉家庭裁判所

裁判所事務官（事務局長）

凸

事務局事務の統括

自
至

年
年

月
月

日
，
日

へ

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

7 離 職 予 定 日 令和6年3月31日
I

8 再 就 職 予 定 日 令和6年4月1日

▲

再就職先の名称：一般財団法人 日本法律家協会

再就職先の連絡先:’
9 再就職先の名称及び連絡先

’一

「 蕊蕊
1．．が､鮠

』
国 1

、 鋤

､



機密性2

，司法、法曹及び法学に関する調査研究｡ ,機関誌『法の支
配」の発行｡研究会及び講演会等の開催など。

1 0再就職先の業務内容

事務局長11再就職先における地位

図無口有12求 職 の 承 認 の 有 無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106
条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

図無口有

‘

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

、記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

3

(記載上の注意)
､1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入するこ・と。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合には, 再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職職開始日がなかった場合には，
務内容を記載すること 。

●



機密性2

（別紙様式第4）

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

’
最高裁判所事務総長 殿

住 所｜

氏 名 内田 光一

電話番号｜
〕

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定によ
り，次のとおり届け出ます｡

うちだ． こういち

内 田 光 一

1 （ふ り．が な）

氏 名

2 生 年” 月 日

民事次席書記官職3 官

令和6年1月13日

4 約 束 前 の 求職開始日
(口約束前の求職開始日がなかづた場合）

令和6年2月15日‘5 再就職の約束をした日

6 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属・官職

自令和5年4月1日．

至令和6年3月31日

和歌山地方裁判所
民事次席書記官

職員の指導監督等職員の指導監督等

年
年

自
至

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

〃

月
月

日
日

令和6年3月31日7 離 職 予 定 日

令和6年4月1日8 再 就 職 予 定 日

再就職先の名称：ニチイケアセンター泉ヶ丘

9再就職先の名称及び連絡先
再就職先の連絡先.：

rョ 可可



機密性2

介護業務10再就職先の業務内容

介護職員11 再就職先における地位

図無12求 職 の 承 認 の 有 無 口有

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1
0

6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職
の

援助の有無

画無口有

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

， …田記援助がなかった場合）

｜
｜

’

(ふ ・り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合には，再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること。

1

「
Ｊ

Ｆ
Ｌ



機密性2

（別紙様式第4）

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

最高裁判所事務総長′殿

住所｜
氏 名 小 澤 久美子

電話番号 ｜

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ふ り が な）

氏 名

こざわ

小 澤

くみこ

久美子

’2 生 年 月 日

首席家庭裁判所調査官職3 官

令和6年2月20日

4 約束前の求職開始日
(口約束前の求職開始日がなかった場合）

令和6年3月8日5再就職の約束をした日

6 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容在職期間所属・官職

仙台家庭裁判所

首席家庭裁判所調査官
自令和6年2月20日

至令和6年3月31日

家庭裁判所調査官の指導
監督、高裁管内の調整事
務

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

目
日

7 離 職 予 定 日 令和6年3月31日

8 再 就 職 予 定 日 令和6年4月1日「
Ｊ

ｒ
し



機密性2

－

9 合

再就職先の名称：地方独立行政法人
東京都健康長寿医療センター

9ﾎ ; 再就職先の名称及び連絡先 就職先の連絡先再

口趾

10再就職先の業務内容 高齢者が健康寿命を確保するための研究

11再就職先における地位 社会参加とヘルシーエイジング研究チーム非常勤研究員

12求 職 の 承 認 の 有 無 口有 ｜無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1
0 ：

6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職
・の

援助の有無

口有 ■無

0

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

、記援助がなかった場合）

’ ’
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

一

(記載上の注意）
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合には,再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること｡

●



機密性2

(別紙様式第2）

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

令糸。 』テ年6月2?日

（任 命 権 者 ） 殿
で一 一 由－

0

･ｳ

も ﾞ
1

住 所

氏 名

電話番号
‐ I

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定により，
次のとおり届け出ます。

■II
1 （ふ り が な）

氏 名
I

2 生 年 月 日
醜 ■ ﾛ ロー一醜 ■ ﾛ ロー一ｰー

"\'l所調査官3 官 職

今*． F年 4 月 ’7日

（口約束前の求職開始日がなかった場合）
4 約 束前の求職 開 始日

今4．百年 も月 27日5 再就職の約束を･した日

6 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容

職務内容所属・官職 在職期間

こ－ ■■圏 ll

自
至 鍾譲蕊蕊謹謹蕊

一一 一 一自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

自
至

年
年
年
年

月
月

月
月

日
日

日
日

令牟p5年 6月3o日7 離 職 予 定 日

今4．5年 8月 ／日8 再 就 職 予 定 日

Ｅ随

謝

雛”
、
蕊ｋ

》溺溌『か
４
ｑ
Ⅷ
９
ｐ
冬

酋
ｑ
ｊ
●
ｅ
ｔ

ｃ

再就職先の名称：
9 再就職先の名称及び連絡先

再就職先の連絡先
ｰ

灘／簿 人事
■ _ -－

1－57，－6
●

●

股集う‘77畳

・蕊麓帯,z茸 膠．



機密性2

｜ ’10再就職先の業務内容

■11再就職先における地位
I

画j無12求 職 ．′の 承 認 の 有 無

’3裁判所職員臨時措置法において準用萩る国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

ロ有

函無口有

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

(碓記援助がなかった場合）
(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

｡

I 。

M q

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入する､こと。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合にほ，再就職の約束をした日以後の職員と しての在職状況及び職
務内容を記載すること。

I
Ｉ

I

｡

《



機密性2

(別紙様式第4）

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

令和5年10月31日

大阪高等裁判所長官 殿
一一 アー ー 一 一一 一一 『一 一 可

住 所

氏 名

電話番号

「

”
凶

。←

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

’
（ふ り が な）1

旬

名氏

; ‐上2 生 年 月 日

職3 官

令和5年 7．月 24日

（口約束前の求職開始日がなかった場合）
4 約 束前の求職開始日

令和5年 10月 24日5 再就職の約束をした日

6 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容

●

ウ

職務内容在職期間所属・官職
0 ●

一 言 マ ー

「
唾

唇 ‘一 ．”
ロ ■

|ト ．'《今 奇
凸

画 ●■●

ウ 、

|i苧,f,
，q

蕊｜ 一 碑

Ｉ
ｒ
ｌ
ｌ

口

’ ’

自
至

や‐

戸

涙
向
山

公一

両

” ●ｰ 自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

7 離 職 予 定 日 令和6年 3月 31日
ﾛ ロ I

’
令和6年 4月8 再 就 職 予 定 日 1日

再就職先の名称

9 再就職先の

1連絡先’
■’ 一・一~ ~ ■

－5，11，－6

魂【弓登

錨
謹

日Ｌ
竜

墓一△一
●

艶
時
争繍

。〃

●、

唾
ロ

▼

蕊

■
晩
４

職i溌溌篭

蕊蕊鍵蕊蕊蕊蕊篭蕊蕊

難蕊
P 4

･･qjr

瀧議擬
'4甲りゆ

諺



機密性2

■10再就職先の業務内容

｜

’ ’11再就職先にお.ける地位

画無口有12求 職 の 承 認 の 有 無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1
0 ・

6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職
、 ハ

口有 阿無

』

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

（図上記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

｜‘

、

(記載上の注意)
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入するこ と。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合には,再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること。



機密性2

(別紙様式第5）
イ

変更届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

令和5年11月9日

大阪高等裁判所長官 殿

住 所

氏 名

電話番号

令和5年10月31日付けの裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106
条の23第1項の規定による届出について，次のとおり変更があったので，届け出ます。

変 更 前
職官

変 更 後

所属・官職 在職期間 職務内容
変 更 前

■ ■

約束前の求職開始以後の職
員としての在職状況及び職
務内容

所属。官職 在職期間 職務内容

変 更 後

変 更 前 年 月 日

離 職 予 定 日
変 更 後 年 月 日

変 更 前 年 月

面■一

再 就 職 予 定 日

変 更 後 年 月

画■一

変 更 前
再就職先の名称及び連絡先

変 更 後

’
’
一

変更前’
再就職先の業務内容 １

１

郡変 更 後

’変 更 前
再就 １

１

更 後

／聯〆人事尋､､多1
■

－5‘11‘15リ

『平唾0号ゾ



機密性2

(別紙様式第4）

在職中に再就職の約束をLた場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

令和5年12月1日

最高裁判所事務総局人事局長 殿

了 一一 ．－~ー~－＝

住 所 、 ，

氏 名 .,"･.:. ,'･･f$.|

電話番号 圃

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

1 （ ふ り が な）

氏 名

2 生 年 月 日

裁判所事務官職3 官

令和5年 11月 17日

（口約束前の求職開始日がなかった場合）
4 約束前の求職開始日

●

I

令和5年 11月 30日5 再就職の約束をした日

6 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容所属・官職
一 口

Ij | : 「
●

’

自
至

■

’
、
■

■ L

qJ皿

p ■ ■ り

自
至

年
年

月
月

［
同
月
盲
■
一

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

令和6年7 離 職 予 定 日 1月 14日
I

8．再 就 職 予 定 日 令和6年 1月 15日
E

’再就職先の名称

9 再就職先の名称

連絡先

－512‘－5

s291W

灘蕊箪ﾃ…溌蕊蕊難

－9 b

霧譲ゞ‘．，蔵
守

X T薩塞や

唖

耗
、」

◆
笹
島
々

↑

鯛 －
４

Ａ汀

。

◆
■

９
．
ヶ

①

ゞ

馳

一”一》ｅ

一
ぷゅ
蝕
堅

研旅
心
守
匹
弓



機密性2

10再就 職先 の業務内容

｜ ’11再就職先における地位

12求 職 の 承 認 の 有 無 口有 田無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

画無口有

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

（図上記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

’

(記載上の注意） ‐
1 口のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合には，再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること。

4



機密性2

（別紙様式第型）

〈
』

●
在職中に再就職の約束をした場合の届出

(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23 第1項関連）

令和5年12月21日
世

大阪高等裁判所長官 殿

一％ 『 r一一 ヨーー一・・
■ ■

一 一＝

住 所

氏 名

電話番号

７

－
一 ＝ 一 ■ 一

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の．23第1項の規定によ
り，次の．どおり届け出ます。

1 （ふ・り が な）

氏 名
■■

'！ ’
■

2 生 年 月 日
Q

p守

職 家庭裁判所調査官

令和 5 年 9 月．15 日

（口約束前の求職開始日がなかった場合）

令和 5 年 12 月 19 日

3 宮

4 約束前 の求職開始日

、

5 再就職の約束.をした日

6 約束前の求職開始日以後の職員として.の在職状況及び職務内容
一一_i_

｜ 所属.官職 在職期間 I

ｌ
ｎ
Ｈ
Ｌ
卜
ｒ
‐

在職期間 職務内容所属・官職
1 凸 一

’

自
．
至 ■’ ９

』
９
』

ｰ

－ 自
至

年
年

月
月

日
．
日

－自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

１
１
１

7 離 職 予 定 日

g 再・：就 職 予 定 日

令和 6 年 3 月 31 日

令和 6 年 4 月 1 日

再就職先の鋤I
再就職先の連絡完;I －－

’ ‐

、

9再就職先の名称及び連絡先

ロ

１

」

／甥/入事葛､職 ．

1－512，22 す

凸

0

;ss96量 ﾛ〆

杢 一

蕊一
鰯
典繍 。

ｊりゆ

■
６

職：・鰯拘

り吟〃

●

ぬ
３
■
ひ
“

舜
麩

』

浜

■

。。
盤

凸ｒ
で

。
ｄ
●

ｐ

』

口
●」印刷
屯
牌
』



F

機密性2

’
’
1

｜
’

｜
’

10再就職先の業務内容
I

I
Rg

1．群再就職先における地位

圃無'､2求 職 ､の 承 認 の 有 無 口有
へ

1：3裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1
06条の2第2項第3豊に規定する組織による離職後の就

‘職の援助の有無、・
口有 画無

型鞠燕露鱸蹴躍聯識濡議郷条の蝉2項第3号に鏡定
； (図上記援助がなかった場合）

’
(ふ・ り:Fが な）

援助者の氏名又は名稔
援助の内容

｜
｜

’

’
’
1

(記載上の注意）
1〃‘□のついた項目は該当する｡□の中にレ点を記入すること‘

2職蕊撫灘騨鵬纈磯慨灘錦醗溌瀧譲舗
務内容を記載すること6

f

／
１
、
』

h

0

I

ハ

合｡

「

0

I

、



機密性2

(別紙様式第4）

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

令和6年1月19日

（任 命 権 者 ） 殿
I

9--言一~一一
住 所

氏 名

■
日

画

電話番号 ｜‘．
'

P_全_ ｻ｡ 、, ｸ ｰｬ

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

絢｜
可 ．｜

■

時

虚.』l
b

p

一 鼻 . 一寸題画 評哲痴

（ふ り が な）1
L

名氏

2 生 年 月 日

■

裁判所事務官職3 官
＆

令和5年12月1日

4 約 束前の求職開始日
(口約束前の求職開始日がなかった場合）

■

令和6年1月18日5 再就職の約束をした日

6 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容
凸

職務内容在職期間所属・官職
Ⅱ

■ロー ■－１
．
１

噂

'勺｡ 、G
み■

酔 ・：寒
● 間々 ■

bB －

刊 壱

自
至

■
・ q・ q

戸宇

一 一 一1世 一I

P宇

軸 凸 哨
一■ － － － － 一 一 一 ! 自

至
自
至

年
年

年
年

月
月

月
月

日
日

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

令和6年3月31日7 雛 職 予 定 日
Ⅱ ●

令和6年4月1日8 再 就 職 予 定 日
夕

再就職先の名称

●
●

9 再就職先の名称及び連絡先

恥、 ｜再就職先の連絡先：
ロ ー ダ ＝ 丘 二 一 一 ■ 豆 一 ■ ■

｡

－6，1，191
■

ﾕ3

繍識蝋

■W

》込 飛 ”帯?『‘密溌7謡･舟 ｡F、

叩瀝陛… 哩噛識・挿雑
返
聯撫 瞭廿

小
一

ゞ
呼
蕊》



機密性2

10 再就職先の 業務 内容

｜
|

'

11再就職先における地位
’

12求 職 の 承 認 の 有 無 口有 国無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1
0

6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職
の

援助の有無

口有 肉無

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

（図上記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意）
1 □のついた項目は該当する口の中にレ点を記入すること。
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合にはj '再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること。



機密性2

(別紙様式第4）

ぺ

在職中に再就職の約束をした場合の届出
(裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項関連）

一

令和6年 2月27日

最高裁判所事務総局人事局長 殿
一 一 凹一 一 ■－

「
Ｉ

住 所

氏 名

電話番号

畑
４

１
１
１

裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第106条の23第1項の規定によ
り，次のとおり届け出ます。

１
１
■
！
■
１

７
甚

青凸
好学

一
■

」

Ｑ

行

一

Ｆ

一

■
や

■一
四

●
■

Ｌ

Ｐ

も

。

一
守

1 （ふ り が な）

氏 名
,〆患弱緊．－趣 、恥 ■ ″ ロ｡ ④ ● ■ L -

ワ ●

8 ､

凸 ､ 麺 白五・ 。
△． ~ _‐ｰ,.Lこ；… 配一 ，., 一一一』

2 生 年 月 日

裁判所事務官職3 官

令和 5年 11月 20日

4 約束前 の 求職 開 始日

(口約束前の求職開始日がなかった場合）
0

令和 6年 2月 21日5 再就職の約束をした日

6約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容

在職期間 職務内容‘所属・官職
ロ ー ■■ 一 ▲

ー ＝ー ー

I
ー ■ 一自

至

○

■

’四我

～ 自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

日
日

自
至

年
年

月
月

画
■
一
盲
■
一

7 離 職 予 定 日 令和6年 3月 3．1日

8 再 就 職 予 定 日 令和6年 4月 1日

再就職先の名称§| ’
9 再就職先の名称及び連絡先

！
再就職先の連絡先

閂
Ｐ

／毎〆人

－6‘3，－4 1 ､

?ユI曇

蕊蕊繍嬢騨蕊繍》‐・△》Ｐ℃》。“一



機密性2

１
１

10再就職先の業務内容

11再就職先における地位

12求 職 の 承 認 の 有 無 口有 田無

13裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第10
6条の2第2項第3号に規定する組織による離職後の就職の
援助の有無

口有 画無

14裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第1 O･6条の2第2項第3号に規定
する組織による離職後の就職の援助以外の離職後の就職の援助

（図上記援助がなかった場合）

(ふ り が な）

援助者の氏名又は名称
援助の内容

(記載上の注意)
1 □のついた項目は該当する□の中にレ点を記入すること｡
2 約束前の求職開始日以後の職員としての在職状況及び職務内容については，約束前の求
職開始日がなかった場合には，再就職の約束をした日以後の職員としての在職状況及び職
務内容を記載すること。


